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１３：００ 開会行事(１０分） ○開 会 ○会長あいさつ ○日程説明 

１３：１０ 

 

 

 

 

 

 

報  告(８０分) 

○ 曽於市小中学校事務職員会 

「曽於市の共同実施の経緯と現状」 

○ 姶良市蒲生地区学校事務支援室 

「姶良市の蒲生地区における共同実施の先行実施について」 

○ 日置市小中学校事務職員会 

「日置市における学校事務支援室の取り組み」 

１４：３０ 休  息(1０分) 

１４：４５ 質疑応答(４０分) 

１５：３５ 意見交換(６０分) 

１６：３０ 閉会行事(５分) ○閉会のあいさつ ○閉 会 

 

2013(H25)年 8 月 9 日（金） 

鹿児島県教職員互助組合会館 

鹿児島県公立小中学校事務職員協議会 

（略称 : 県事協） 
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姶良市蒲生地区学校事務支援室の現状 
 

蒲生小学校 是枝実 
  
１ 発足に向けての概略 
 
 平成２３年度において，市学校事務職員協議会が共同実施組織の構築の準備

をするために発足しました。この段階では姶良市内はどこの地区でも準備段階

として実施をする相互支援室の経験が無い状態でしたが，姶良市の中で蒲生地

区において２４年度本格実施をすることに決定をして，市事務職員協議会の了

承，市教委総務課，さらに姶良・伊佐教育事務所承認を受けて，２４年４月か

ら発足することとなりました。 
  
２ ２４年度当初の状況 
 
 ４月１日発令の地区内連携校の兼務発令辞令が実際には５月の末に届きまし

た。よって ４月から５月にかけては支援室準備の研修会を２回ほど行い，各

学校の状況を確認している状態でした。 
しかし年度当初から本格実施を行えなかったことは，実務を処理する上で助

かるところもありました。年間計画の決定についても再度確認できただけでな

く，前年度の準備期間中に諸認定で使用する起案書や各学校で違いがあった認

定関連の添付書類の内容・様式等を統一するための話合いをする有意義な期間

になりました。４月から本格実施するなら全ての準備を終えて臨まなければな

らないが， 初めてのことでどこまで準備しなければならないか分かる者がなか

ったため、準備が十分ではなかった。 
 
４月から本格実施を行うために，地区共同実施協議会の開催に向けて，３月

中に連携校学校長と事務職員及び市教委の間で日程調整を行なわなければなり

ません。 
 
本格実施行うには、県下の他の市町村も入念な準備をしていようです。 
本来は、本格実施行うには相互支援での試行を１年以上実施して，お互いに

連携をはかっておくことが必要です。加えて支援室内での役割分担まで決めて

臨まなければなりません。 
 
３ 蒲生地区学校事務支援室のスタート 
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（１）共同実施協議会 
 平成 24 年 6 月 15 日、連携校学校長と連携校事務職員及び姶良市教育委員

会の参加をいただき地区共同実施協議会を開催いたしました。そうして蒲生地

区の学校事務支援室が発足しました。会議においては，今まで３人で話し合っ

てきた実施計画書案を説明し、共同実施協議会で承認をもらいました。  
   
（２）定例学校事務支援室 
  試行もない状態での発足で、当初は手探りの状態で進めてきました。その

中で，認定の起案書も添付書類も共通化をはかり，認定事務を進めています。

  
支援室の中で実際の取組をした結果，計画の通りに行かない業務もありまし

た。しかし現在はそれに変わる業務に取り組んでいます。  
 問題点１  

蒲生地区支援室には３人しかいない状況です。分担もそれぞれ複数抱え，一

人ひとりの負担も重くなり，なかなかうまく行なえない面も抱えています。  
 問題点２  

姶良市内で蒲生地区だけの本格実施ですから，支援室間の情報交換及び連携

がないことです。 
 
これまで反省する面もありましたが、多くを学び改善をしてきました。１年

目でしかも３人という状況ですが，現状を肯定してこれからも支援室業務を行

っていきます。 
 
４ 姶良市内全体の共同実施協議会発足に向けて 
 
（１） 市共同実施協議会⇒２月１４日 
平成２５年度本格実施に向けての準備の会が開催された。 
参加は事務職員と校長、教育長他教育総務課職員，教育長・総務課長から挨拶・

状況報告（蒲生地区の先行実施や，５つの学校事務支援室構成など。） 
蒲生地区からは２４年度の現状報告を行い，他の地区からは２５年度の計画案

が発表された。これにより姶良市全体の本格実施の準備は整った。 
 
（２） 市教科等部会（学校事務部会⇒２月１５日）が開催された。 
先進地区湧水町の共同実施の現状を学び 
その後、実務的な共同実施本格実施に向けての協議を行った。 

① 新・事務職員協議会の発足（５つの支援室を上部団体） 
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② 諸手当認定起案書の検討 
蒲生地区起案書と帖佐ブロック提案の起案書を併用することになった。 

③ 姶良市学校事務だよりの発行決定 
２４年度から支援室の補完として姶良市学校事務だよりを発行しており。

各支援室から選ばれた編集委員が発行している。蒲生地区においても年

度途中から蒲生学校事務だよりを発行した。 
 
５ 蒲生地区の２４年度の総括 
 
（１） 年間総括（実績報告書の作成） 
書記担当の支援室日誌を元に作った実績報告書（案）を３月１回目の支援室

で詳細検討を行い，２５年度年間計画（案）も作成した。 
 

（２） 蒲生地区第２回共同実施協議会の開催（３月２回目支援室前半） 
 出席は連携校事務職員３名，校長４名，教育委員会教育総務課３名 
 ２４年度実績報告書（案）を詳細に関係者に説明をし，討議を行い，承認さ

れた。 
 
年度途中からの蒲生地区の先行実施だったが，ゼロからのスタートで事務職

員３名という構成の中で，出来る範囲では実施出来たと思う。 
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   事務支援室だより 第 1 号  

編集：姶良市蒲生地区学校事務支援室   平成２５年 2 月２１日発行 

蒲蒲 生生 地地 区区 学学 校校 事事 務務 支支 援援 室室 だだ よよ りり   発発 行行 !! !!     

姶 良 市 小 中 学 校 事 務 職 員 協 議 会 で ，「 あ い ら 学 校 事 務 だ よ り 」を 既 に

発 行 し て い ま す が ， 蒲 生 地 区 で も 「 蒲 生 事 務 支 援 室 だ よ り 」 を 発 行 す

る こ と に し ま し た 。 先 生 方 に 色 々 な 情 報 を 提 供 し た い と 思 い ま す 。 ご

覧 に な り ， 色 々 な ご 意 見 を お 聞 か せ く だ さ い 。  

 

退退 職職 金金 にに つつ いい てて   

先 月 発 行 さ れ た 「 あ い ら 学 校 事 務 だ よ り 」 で も 退 職 金 に つ い て ， 平

成 27 年 度 ま で に 段 階 的 に 支 給 率 が 引 き 下 げ ら れ る と 記 載 し ま し た

が ， こ こ で は 平 成 27 年 度 ま で に 勤 続 年 数 に 応 じ て 各 年 度 ど の よ う な

支 給 率 に な る の か 早 見 表 を 示 し た い と 思 い ま す 。  

こ の 「 事 務 支 援 室 だ よ り 」 の 裏 に 各 年 度 の 支 給 率 を 載 せ て い ま す の

で ， 時 間 が あ る 時 に 計 算 し て み て く だ さ い 。   

  

期    間  調 整 率  

現  行  1 0 4 / 1 0 0  

平 成 25 年 4 月 1 日 ～平 成 26 年 3 月 31 日  9 8 / 1 0 0  

平 成 26 年 4 月 1 日 ～平 成 27 年 3 月 31 日  9 2 / 1 0 0  

平 成 27 年 4 月 1 日 以 降  8 7 / 1 0 0  

退 職 手 当 の 計 算 方 法  

退 職 日 の 給 料 額 ※ × 勤 続 年 数 と 退 職 事 由 に 応 じ た 支 給 割 合

( 裏 の 表 )  

 ※ 給 料 表 の 給 料 月 額 ＋ 教 職 調 整 額 ＋ 教 職 額 給 料 表 (二 ) (三 )の 3 級

の 者 に 対 す る 給 料 月 額 に 加 え る 定 額 ＋ 給 料 の 調 整 額 ( 特 別 支 援 担 任 )    

    上 記 で 計 算 し た 額 か ら 所 得 税 ・ 住 民 税 が 引 か れ ま す 。  

出出 張張 後後 のの 復復 命命 書書 提提 出出 にに つつ いい てて   

復 命 書 の 提 出 は ， 出 張 終 了 後 1 週 間 以 内 に お 願 い し ま す 。 復 命

書 が 提 出 さ れ な い と 旅 費 請 求 書 の 計 算 が 出 来 ま せ ん 。  

ま た 今 は 旅 費 請 求 事 務 が 厳 し く な り ， 旅 行 命 令 番 号 を 枝 番 で 後 付 け

す る こ と が 出 来 な く な り ま し た 。 後 で 復 命 書 を 出 さ れ て も ， 旅 費 請 求

事 務 自 体 が 出 来 な い こ と に な り ま す 。 そ う な ら な い た め に も ， 復 命 書

の 提 出 は 迅 速 に お 願 い い た し ま す 。  

 

鹿 児 島 県 教 育 委 員 会 関 係 職 員 服 務 規 程 第 18 条 の 5    

「 職 員 は ， 出 張 の 用 務 を 終 え て 帰 庁 し た と き は ， 7 日 以 内 に 出 張 復 命 書

を 所 属 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。」  
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勤続

年数 自己都合(3条) 定年(5条) 自己都合(3条) 定年(5条) 自己都合(3条) 定年(5条) 自己都合(3条) 定年(5条)
1 0.6 1.0 0.588 0.98 0.552 0.92 0.522 0.87
2 1.2 2.0 1.176 1.96 1.104 1.84 1.044 1.74
3 1.8 3.0 1.764 2.94 1.656 2.76 1.566 2.61
4 2.4 4.0 2.352 3.92 2.208 3.68 2.088 3.48
5 3.0 5.0 2.94 4.9 2.76 4.6 2.61 4.35
6 3.6 6.0 3.528 5.88 3.312 5.52 3.132 5.22
7 4.2 7.0 4.116 6.86 3.864 6.44 3.654 6.09
8 4.8 8.0 4.704 7.84 4.416 7.36 4.176 6.96
9 5.4 9.0 5.292 8.82 4.968 8.28 4.698 7.83
10 6.0 10.0 5.88 9.8 5.52 9.2 5.22 8.7
11 8.88 13.875 8.7024 13.5975 8.1696 12.765 7.7256 12.07125
12 9.76 15.25 9.5648 14.945 8.9792 14.03 8.4912 13.2675
13 10.64 16.625 10.4272 16.2925 9.7888 15.295 9.2568 14.46375
14 11.52 18.0 11.2896 17.64 10.5984 16.56 10.0224 15.66
15 12.4 19.375 12.152 18.9875 11.408 17.825 10.788 16.85625
16 15.39 21.375 15.0822 20.9475 14.1588 19.665 13.3893 18.59625
17 16.83 23.375 16.4934 22.9075 15.4836 21.505 14.6421 20.33625
18 18.27 25.375 17.9046 24.8675 16.8084 23.345 15.8949 22.07625
19 19.71 27.375 19.3158 26.8275 18.1332 25.185 17.1477 23.81625
20 23.5 30.55 23.03 28.7875 21.62 27.025 20.445 25.55625
21 25.5 32.63 24.99 30.7475 23.46 28.865 22.185 27.29625
22 27.5 34.71 26.95 32.7075 25.3 30.705 23.925 29.03625
23 29.5 36.79 28.91 34.6675 27.14 32.545 25.665 30.77625
24 31.5 38.87 30.87 36.6275 28.98 34.385 27.405 32.51625
25 33.5 41.34 32.83 38.955 30.82 36.57 29.145 34.5825
26 35.1 43.212 34.398 40.719 32.292 38.226 30.537 36.1485
27 36.7 45.084 35.966 42.483 33.764 39.882 31.929 37.7145
28 38.3 46.956 37.534 44.247 35.236 41.538 33.321 39.2805
29 39.9 48.828 39.102 46.011 36.708 43.194 34.713 40.8465
30 41.5 50.7 40.67 47.775 38.18 44.85 36.105 42.4125
31 42.7 52.572 41.846 49.539 39.284 46.506 37.149 43.9785
32 43.9 54.444 43.022 51.303 40.388 48.162 38.193 45.5445
33 45.1 56.316 44.198 53.067 41.492 49.818 39.237 47.1105
34 46.3 58.188 45.374 54.831 42.596 51.474 40.281 48.6765
35 47.5 59.28 46.55 55.86 43.7 52.44 41.325 49.59
36 48.7 59.28 47.726 55.86 44.804 52.44 42.369 49.59
37 49.9 59.28 48.902 55.86 45.908 52.44 43.413 49.59
38 51.1 59.28 50.078 55.86 47.012 52.44 44.457 49.59
39 52.3 59.28 51.254 55.86 48.116 52.44 45.501 49.59
40 53.5 59.28 52.43 55.86 49.22 52.44 46.545 49.59
41 54.7 59.28 53.606 55.86 50.324 52.44 47.589 49.59
42 55.9 59.28 54.782 55.86 51.428 52.44 48.633 49.59
43 57.1 59.28 55.86 55.86 52.44 52.44 49.59 49.59
44 58.3 59.28 55.86 55.86 52.44 52.44 49.59 49.59
45 59.28 59.28 55.86 55.86 52.44 52.44 49.59 49.59

退職手当：支給率の段階的引き下げ（早見表）

～平成25年3月31日
平成25年4月１日
～平成26年3月31

日

平成26年4月１日
～平成27年3月31

日

平成27年4月１日～
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2013（H25）年度 県事協「学校事務現状報告会」資料 

 ～日置市における学校事務支援室の取り組み～ 

日置市小中学校事務職員会 

 

最初に 

 県内各地で学校事務支援室導入が進められているところですが, 日置市においても 2012年 10月1

日付で本格実施となりました。 

 導入の経過等については, 他市町の経過が今までの現状報告会でも報告されていますし, 似た

ような報告をする意義もあまりないような気がしますので, 日置市の特徴的な点に絞っての報告と

させていただきます。 

 

導入にあたっての市事務職員会のスタンス 

➀ 市事務職員会全員による意思統一を行う 

② 市内全ての支援室の同時導入を行う 

 

①については, 一部の声の大きい人の意見がそのまま事務職員会の意見となることのないよう, 

市内事務職員 25 人全員の共通理解をはかりつつ進めていきました。（ちなみに声の大きい人という

表現は比喩で, 特定の個人を想定しているわけではありません） 

それは, 全員に当事者意識がないと学校事務支援室を導入してもうまく機能しないというリスク

があるため, 仮に市事務職員研修会の場で発言できないという状況があったとしても, 意見を吸

い上げることができるようアンケート等の実施も行ってきました。 

②については, 市教委との話し合いの当事者は市事務職員会であることから  

⑴ 市事務職員会の執行部が市教委と話し合い  

⑵ その経過を 議事録を作り，研修会の場にて全員に知らせて  

⑶ 今後の方向性を全員で共通理解する 

 以上の繰り返しによって進めていくなかで, 執行部はじめ全員が「一部支援室の先行実施は望ま

しくない」との結論に達したためです。 

 

導入にあたっての具体的な検討内容（一般的なもの） 

 導入にあたり, 先行実施されている薩摩川内市やさつま町などいろんな支援室の資料に基づき進

めていきました。 具体的には, 以下に主だった検討事項とその結果を挙げます。 

 

・支援室構成について 

市町村合併により４町が集まって日置市となったという背景があり, 学校間距離ではなく旧町

内の学校で支援室を構成することとしました。（旧町ごとに支所があるため, 連携を取り合える

環境にある方が望ましいため） 

・環境整備について 

市事務職員研修会の場にて意見交換したのち, 支援室単位で必要なものを取りまとめ, 執行部

と市教委で話し合いを持ちました。 

当初は, ひとり一台のパソコン等の意見もありましたが, 研修視察等を通じ最初からかなりの
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予算を投入しての環境整備は, 費用対効果を求められた場合支援室の執務内容も当初よりかなり

ハードルが高くなるのではという慎重意見もでました。 

結果的には, 机・椅子等を整備するということになりましたが, 今後パソコン等の整備につい

ても必要に応じて協議するとしています。 

 

導入にあたっての具体的な検討内容（特徴的なもの） 

・扶養手当の受給権調査の権限移譲 

  2012（H24）年 5 月 9 日 市学校事務職員会役員会において, 当時の会長より, 扶養手当の受

給権調査権の権限移譲についての提案がありました。 

 具体的には現状として 

① 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 55 条により, 県教委の権限に属する事務の一部

を条例に定めるところにより, 市町村が処理することとされています。 

② 条例を具体的にみていくと 鹿児島県教育委員会事務処理の特例に関する条例があり, その

第 2条（２）に, （前略）別に教育委員会規則で定めるもの との記載があります。 

③ さらに規則をみていくと, 鹿児島県教育委員会事務処理の特例に関する条例に基づき市町村

が処理する事務の範囲を定める規則の（１）ウに 規則第９条の規定による証明資料の提出の

請求（扶養手当受給権の調査） という一文があります。 

 

つまり現状として, 扶養手当の受給権は市町村教委にまではおりてきていることがわかります。 

 また日置市教育委員会教育長事務委任規程第 2 条 「扶養手当の認定並びに住居手当, 通勤手当

及び単身赴任手当の月額又は額の決定及び改定並びに子ども手当の認定に関する事務を校長に委

任する。」とありますが, 認定権限は委任されていても受給権調査については言及されていませ

ん。 

  

 しかし例えば 

 ① 「年度末及び年度当初の手当認定事務について（通知）」 H19年 2 月 2 日 鹿教教第 549号

中の 「・・認定の時点だけでなく, 認定後も随時その内容を把握すること。」 

② 給与事務等事務取扱要領第 8 条の自主検査報告書の項目に 「扶養手当受給者の扶養親族の収

入額の確認は適時適切になされているか。」 

とあり, 調査を促す内容とも受け取れます。 

 

この件については, 手当認定権限移譲の際に出された「県費負担教職員に係る手当の認定等に

際しての協議等について（通知）」のなかに「必要に応じて認定事務が県の条例等に基づいて適切

に行われているかを確認するための調査を実施し, 必要な指導, 助言等を行うこととしていま

す。 調査の時期, 方法等については, 調査を実施する際に教育事務所等から通知します。」 と

ありますが, 調査に関しては内容も含めいまだに不明です。 

 

結論として，県の通知では受給権の調査を暗に求められ, しかし権限は市教委どまりの板ばさ

みの現状のまま放置するわけにもいかないので, 現場がきちんと対応できるように受給権の調査

権も移譲するよう求めるという提案でした。（ちなみに, 県下の先行実施している支援室では, 
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受給権調査を実施した支援室（権限移譲はしていない）や, 実施するよう支援室から校長へ依頼

したが, 権限が不明なため職員に求められなかった学校もあるようです） 

  役員会にて提案内容が妥当と判断, 市事務職員研修会にて提起, 「正確な事務処理をしていく

ためには, 受給権調査権が現場に必要である。」 という共通理解と確認ができました。 

 

 上記のような経過から, 2012（H24）年 6月 6日, 事務職員会執行部 5名と市教委側 4名での, 

共同実施関係規程等の協議の席上で, 「日置市教育委員会教育長事務委任規程」 の改正の必要

性を説明しました。 

  その後, 6月 20 日に市教委より, ①「日置市教育委員会教育長事務委任規程」 については内

容が重複している規則が存在していることから廃止していたこと ②その規則（「日置市立学校そ

の他の教育機関の長に対する事務委任規則」 ）にあるので，そちらを改正する予定である旨の連

絡がありました。 

 6 月 22 日の市事務職員研修会のなかで, このことも含めて協議の報告を行い，共通理解をはか

りました。 

 9 月 20 日, 市教委との最終打ち合わせのなかで, 受給権調査権の件も含め, ほぼ事務職員会

の提案どおりの内容で規則等ができていることを確認しました。  

 

  ところで, 受給権調査権の移譲を支援室長にするのか学校長にするのかについて事務職員会内

でも議論がありました。 

結論として, 所属職員の状況把握は学校長の責任であるので, 学校長の責任と権限で受給権

の調査を行うべきという観点から学校長への移譲が望ましいと考え, 市教委に要望して学校長へ

の移譲ということにしていただきました。 

   

・その他（受給権調査権以外）で特徴的な点 

支援室を先行実施している市町村においては, 共同実施協議会及び共同実施連絡協議会の構成メ

ンバーが, 規程上と実際のメンバーが異なっていることがあることがわかったので, 記念すべ

き？初の共同実施連絡協議会において, 「共同実施協議会及び共同実施連絡協議会構成メンバーに

ついて」という資料のなかで,「規程上の構成メンバー」と「運用上の構成メンバー」を明記しまし

た。 このことにより, メンバーが入れ替わっても運用上はどうしていたかがわかるようになって

います。 

 

最後に 

 以上が導入までの流れです。 昨年 10月 1日からスタートして, まもなく 1年が過ぎますが, 試

行錯誤をしながらの支援室運営となっています。 

 基本的にやるべきこと（認定事務）の他, 各支援室での創意工夫がありますが, 年度当初の計画

書については, 市事務職員研修会の場にて相互に確認を行い, ６つの支援室の計画書を取りまと

めて, 市事務職員会会長が市教委に提出をするなど, 市事務職員会と各支援室が連携を取りなが

ら進めていくというスタンスは，今後も続けていきたいと思います。 

 この昔ながらの？事務職員間の横のつながりを大切にするスタンスこそが, 日置市の学校事務支

援室の最大の特徴であり, メンバーが入れ替わっても継承していってほしいものだと思います。 
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